
 

 

 

 

「災害時の相互協力に関する協定」の概要 

 

◆ 相互協力内容 

 
 

 

◆ 協定の範囲 

     九州地方整備局が管理する九州７県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分 

県、宮崎県、鹿児島県）の国道(直轄国道)及び九州電力・九州電力送配電が管理 

する設備（電力設備） 

●速やかな技術員の派遣、安全措置等の実施
●電柱及び電線等の電力設備の除去
●電力設備・がれき等の一体除去
●電力設備被害状況、停電・復旧情報の提供

国土交通省

九州地方整備局

※２社一体となって

災害対応を実施

九州電力株式会社

九州電力送配電株式会社

支店・支社
配電事業所 等

国道事務所
維持出張所 等

●停電復旧に必要となる道路啓開
●電力設備・がれき等の一体除去
●通行止め区間内の車両の通行
●復旧拠点となる道の駅等駐車場の使用
●孤立地域の早期停電解消に向けた支援

災害時

平常時

●連絡体制の構築
●連携訓練・連絡会議の実施
●点検、事前伐採などの相互協力

別 紙 

協定の適用範囲


